
 新ひだか町告示第７号 

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の５及び第

１６７条の１１の規定により、令和８年度において、新ひだか町が発注する工事の契約に係る一

般競争入札又は指名競争入札に経常建設共同企業体として参加しようとする者に必要な資格、資

格審査の申請等について、次のとおり定める。 

 

 令和８年３月５日 

 

                           新ひだか町長 大 野 克 之 

 

一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等 

 

第１ 資  格 

 １ 資格の種別 

  経常建設共同企業体の資格審査の対象とする工種は、令和６年新ひだか町告示第６３号で定

めた新ひだか町が発注する工事等の契約に係る競争入札参加資格の建設工事の工種とする。 

 

 ２ 基本的資格要件 

  新ひだか町が発注する契約に係る一般競争入札又は指名競争入札（以下「競争入札」と総称

する。）に参加できる者（以下「競争入札参加資格者」という。）の要件は、次の（１）から

（５）までのいずれにも該当することとする。 

（１） 政令第１６７条の４第１項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含 

む。）に規定する者（未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必 

要な同意を得ている者は含まれない。）でないこと。 

 （２） 政令第１６７条の４第２項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含 

む。）の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

 （３） 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 

ア 国税（法人税、所得税、消費税及び地方消費税） 

   イ 都道府県税（法人事業税、法人道民税等） 

ウ 市区町村民税（住民税等） 

 （４） 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。（当該届出の義務がない場合 

を除く。） 

ア 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 

イ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 

ウ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

（５） 申請者（資格者）又は、その代理人、支配人、その他の使用人若しくは入札代理人が、 

新ひだか町暴力団の排除の推進に関する条例施行規則（平成２５年規則第２０号）第４ 

条に定める排除対象者でないこと。 

 



３ 経常建設共同企業体として必要な資格要件 

（１） 構成員の数 

構成員の数は、２者又は３者とする。 

（２） 構成員の組合せ 

ア 構成員のすべてが、競争入札の参加希望の工種について、令和６年新ひだか町告示第

６３号で定めた新ひだか町が発注する工事等の契約に係る競争入札参加資格者（令和

７・８年度建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者）であること。 

イ 構成員のすべてが、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第１

号に規定する建設に属する事業を主たる事業として営む者であること。 

ウ 構成員のすべてが、新ひだか町内に商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１７

条第２項に規定する本店又は建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に基

づく許可における主たる営業所を有する者であること。 

  エ 等級格付がある工種の構成員の組合せは、次の（ア）及び（イ）によるものとする。 

  （ア）土木一式工事  同一等級又は直近等級に属する者の組合せ 

  （イ）建築一式工事  同一等級又は直近等級に属する者の組合せ 

（３） 構成員の技術的要件等 

すべての構成員が次の各号の要件を満たすこと。 

   ア 令和８年３月１日（随時の申請の場合にあっては、申請しようとする月の初日）現在

において、競争入札の参加希望工種に対応する建設業法の許可業種につき、許可を受け

てからの営業年数が２年以上あること。 

   イ 工事請負時において、工事１件の請負代金額が、建設業法施行令（昭和３１年政令第

２７３号）第２７条第１項に定める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応

する許可業種に係る監理技術者又は、原則として国家資格を有する主任技術者（国家資

格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課すると認め

られる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ）を工事現場に専任

で配置し得ること。 

ただし、工事１件の請負代金額が、同項に定める金額の３倍未満であり、他の構成員

のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置す

る場合においては、残りの構成員は兼任で配置することができること。 

（４） 結成方法及び数等 

結成方法及び数は、次の各号のとおりとする。 

    ア 共同施工方式（甲型）で、自主結成とする。 

イ 一つの企業が、同一工種で複数の経常建設共同企業体の構成員となることはできない。 

    ウ 一つの企業が、申請できる工種の数は、３工種までとする。 

 

（５） 出資比率 

    工事請負時において、構成員による協議のうえ、その都度決定することとし、すべての構

成員が、２０％以上の出資比率でなければならない。 

（６） 代表者の要件 

    代表者は、構成員において決定するものとする。 



    なお、格付等級が異なる構成員の組合せの場合は、代表者は上位等級の者とする。 

（７） 共同企業体の解散等 

    ア 登録された経常建設共同企業体は、その有効期間中は、原則として解散できない。 

      ただし、構成員の破産、解散、廃業、合併等による消滅その他のやむを得ない理由が 

あると認められたときは、解散することができる。 

イ 登録期間中における構成員の組合せの変更は認めない。 

 

 ４ 単体企業と経常建設共同企業体との同時登録の禁止 

同一工種での単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録はでき

ない。 

よって、経常建設共同企業体の構成員となった場合には、その工種において、単体企業と

しての競争入札参加資格者の登録は停止することとする。 

ただし、格付工種における単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体の登録

にあっては、同じ等級となる場合においては単体企業との同時登録を認めないが、等級が異

なる場合は単体企業と当該単体企業を構成員とする経常建設共同企業体の同時登録を認める

ものとする。 

 

５ 審査基準日及び等級格付 

   経常建設共同企業体の競争入札参加資格審査申請に係る審査基準日は、令和８年３月１日

（随時申請をする場合にあっては、別に定める申請しようとする期間ごとに定める基準日）

とする。 

なお、申請工種における経常建設共同企業体の等級格付に当たって、客観的評価による点

数については、令和７・８年度建設工事等競争入札参加資格審査の定期審査又は随時審査時

に北海道市町村入札参加資格共同審査システムに提出した経営規模等評価結果通知書・総合

評定値通知書により、発注者別評価（技術・社会的要素）の点数については、令和６年新ひ

だか町告示第６３号別紙で定める「建設工事に係る競争入札参加資格審査申請者の格付審査」

の結果により行うものとする。 

 

 ６ 加算調整 

格付工種における経常建設共同企業体の加算調整については原則として行わない。ただし、

等級格付の算定数値において、下記に該当する場合は総合評定数値の調整を行うものとする。 

 （１） 経常建設共同企業体の等級格付の算定数値が構成員の単体企業としての最高位の格付

よりも下位となった場合は、構成員の最高位の格付の下限値に至るまで、発注者別評価

点の調整点（加算）を付与するものとする。 

 （２） 経常建設共同企業体の等級格付の算定数値が構成員の単体企業としての最高位の格付

よりも２等級上位となった場合は、構成員の最高位の格付の１等級上位の下限値に至る

まで、マイナスの発注者別評価点の調整点（減算）を付与する。 

 

 ７ その他の必要な事項等 

その他の必要な事項は、新ひだか町共同企業体取扱要綱によること。 



 

第２ 資格審査の申請の時期、方法等 

 １ 申請の時期及び方法 

申請の時期及び提出方法は次のとおりとする。 

（１）定期の申請をする者 

   受付期間 令和８年３月６日（金）から令和８年３月１７日（火）まで 

（土曜日、日曜日及び新ひだか町の休日を定める条例（平成１８年条例第２号）第

１条第１項に規定する休日（以下、「休日」という。）を除く。） 

 

受付時間 午前９時３０分から午前１１時３０分、午後１時から午後５時００分まで 

提出方法は、郵送又は持参のみとする。郵送は受付期間内の必着を要する。 

 

 （２）随時の申請をする者 

受付期間 別に定める受付期間 

（土曜日、日曜日及び新ひだか町の休日を定める条例（平成１８年条例第２号）第

１条第１項に規定する休日（以下、「休日」という。）を除く。） 

受付時間 午前９時３０分から午前１１時３０分、午後１時から午後５時００分まで 

提出方法は、郵送又は持参のみとする。郵送は受付期間内の必着を要する。 

 

 ２ 申請書類及び提出先 

資格審査の申請は、あらかじめ指定された申請書及び下記の添付書類を提出する。 

申請書及び添付書類 

（１） 経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書【別記様式第１１号】 

   （２） 経常建設共同企業体協定書（甲型）【別記様式第１２号】 

   （３） 年間委任状（経常建設共同企業体用）【別記様式第１６号】 

   （４） その他必要と認める書類 

ア 経常建設共同企業体競争入札参加資格審査申請書類確認票 

イ 建設業許可通知書、許可申請時の建設業許可申請書【様式第一号】の別紙二 

      （１）〔新規・追加〕、営業所一覧表(更新)【別紙二（２）】のうち資格で定め

        る参加希望業種の許可年数の始期・主たる営業所等が確認できるもの） 

※ 令和７・８年度の単体企業の資格登録申請時と内容に変更がなく確認でき

る場合は添付を省略できること。（申請日現在、既に有効な許可申請書等提

出している場合も省略可とする。） 

           なお、単体企業の資格登録申請時に提出した書類で、競争入札の参加希望

工種に対応する建設業法の許可業種において、許可を受けてからの営業年

数が２年以上確認できない場合は、それ以前の許可通知書（写）等を併せ

て提出すること。 

ウ 単体企業として令和７・８年度年度競争入札参加資格審査申請時に提出した「経

営規模等評価結果通知・総合評定通知書」の写し 

※ 令和７・８年度の単体企業の資格登録申請時と内容に変更がない場合は添



付を省略できること。（申請日現在、既に有効な通知書等を提出している場

合も省略可とする。） 

 

   申請書類提出先  〒０５６-８６５０ 

日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号 

新ひだか町役場 総務部契約管財課 

 

 

第３ 参加資格を有する者の名簿への登載 

  参加資格があると認定された者は、令和８年度において、新ひだか町が発注する工事等に係

る競争入札参加資格者名簿に登載される。 

 

第４ 資格審査結果の通知等 

  競争入札参加資格者に係る資格審査の結果通知については、資格者名簿を新ひだか町ホーム

ページにて公表することにより、結果の通知に代えるものとする。 

  なお、参加資格を有しないと決定したときは、別途、競争入札参加資格結果通知書により通

知するものとする。 

 

第５ 資格の有効期間 

１ 資格の有効期間 

（１）資格の有効期間は、定期の申請の場合にあっては、令和８年４月１日から令和９年３月

３１日まで、随時の申請の場合にあっては、資格を有することと認められた旨の通知があ

った日（有効期間の開始日）から令和９年３月３１日までとする。 

（２）定期の申請により資格を有することとされた者にあっては、令和８年４月１日以後の入

札に参加する資格を得ることができるが、随時の申請により資格を有することとされた者

は、資格を有すると認められた旨の通知があった日（有効期間の開始日）以後の入札に参

加する資格を得ることができる。 

 

２ 有効期間の更新手続 

１の（１）の有効期間を更新しようとする者は、令和８年度に令和９年度以降の資格に関

する公示を行う予定であるので、当該公示に基づき更新手続を行うこと。 

 

第６ 資格の喪失 

  競争入札参加資格者が次のいずれかに該当したときは、当該資格は喪失するものとする。 

 （１） 政令第１６７条の４に該当したとき。 

（２） 競争入札の参加資格申請において、虚偽その他不正な手段により登録を受けたとき。 

（３） 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、 

免許、登録等を取り消されたとき。 

 （４） その他第１の２（第１の２の（３）に規定する資格要件は除く。）、３に定める要件

を欠くに至ったとき。 



 （５） 競争入札参加資格の取消しの申出があったとき。 

 

第７ 資格審査の再申請 

 １ 再申請の事由 

次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするときは、資格審査の再申請を行う 

ことができる。 

（１） 競争入札参加資格者の当該資格に係る事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割 

により承継したとき。 

（２） 競争入札参加資格者（建設工事の資格に限る）が、会社更生法（平成１４年法律第１ 

５４号）に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法（平成１１年法律第 

２２５号）に基づく再生手続開始の決定を受けた場合。 

（３） 中小企業組合等（企業組合及び協業組合を除く。）である競争入札参加資格者がその 

構成員（競争入札参加資格者であるものに限る。）を変更したとき。 

（４） 企業組合又は協業組合である競争入札参加資格者がその構成員を変更したとき。 

 

 ２ 再申請の方法 

  再申請しようとする者は、第２の２に定める提出先に、当該提出先の指示により作成した申 

請書及び添付書類を速やかに提出しなければならない。 

 

第８ 資格申請内容の変更 

１ 競争入札参加資格者は、次のいずれかに該当したときは、速やかに変更内容の届出をしな

ければならない。 

（１）商号又は名称に変更があったとき。 

（２）組織に変更があったとき。（協同組合にあっては構成員に変更があったとき。） 

（３）代表者に変更があったとき。 

（４）所在地に変更があったとき。 

（５）電話番号に変更があったとき。 

（６）使用印鑑に変更があったとき。 

（７）営業許可等に関する事項（単純更新を含む。）に変更があったとき。 

（８）有資格者に関する事項に変更があったとき。 

（９）その他、申請内容に変更があったとき。 

 

 ２ 変更届出の方法 

   変更の届出をしようとする者は、第２の２に定める提出先に、変更届及び添付書類を提出し

なければならない。 

 

第９ 資格の辞退（喪失）届出 

１ 競争入札参加資格者は、次のいずれかに該当したときは、速やかに資格辞退（喪失）の届

出をしなければならない。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者。 



（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 

（３）その他第６の資格の喪失要件に該当するに至ったとき。 

 

２ 辞退（喪失）届出の方法 

   辞退（喪失）の届出をしようとする者は、第２の２に定める提出先に、辞退（喪失）届及び

添付書類を提出しなければならない。 

 

 

第１０ この告示に関する問い合わせ先 

  新ひだか町の資格審査申請に関する問い合わせ先 

日高郡新ひだか町静内御幸町３丁目２番５０号 

新ひだか町役場 総務部契約管財課契約係 

     電話 ０１４６－４９－０２７８ 


